
厚生 働・蔓発表 

平成20年3月7日（金  

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」   

について   

厚生労働省においては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正す  

る法律案」を作成し、本日、同法律案の国会提出について閣議に付議し、閣議決  

定がなされた。   

なお、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」の概要  

は別紙1、同法律案要綱は別紙2のとおりである。   



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要  
～意欲・能力に応じた障害者の雇用機会の拡大～  

改正内容  

1中小企業における障害者雇用の促進  

①障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲拡大   
障害者雇用納付金制度（納付金の徴収・調整金の支給）が適用される   

対象範囲を常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大   

（一定期間は、常用雇用労働者201人以上の中小企業まで拡大）  

※ 現行は経過措置により301人以上の事業主のみ  

②雇用率の算定の特例   

中小企業が、事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する   

仕組みを創設  

※ 事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、  

当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定  

※併せて、中小企業に対する支援策を充実、経過措置として   

負担軽減措置を実施  

彪J好の身彦な鹿骨の場で諺名  

中小金賞での摩穿煮房屠が  

ぼ下傍荷 船若潮  

※ 実雇用率は、100人～299人規模の  

企業が最も低い状況  

2 短時間労働に対応した雇用率制度の見直し   

障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に、   
短時間労働者（週20H以上30H未満）を追加  

3 その他   

特例子会社（※）がない場合であっても、企業グループ全体で  

雇用率を算定するグループ適用制度の創設   

※ 障害者の雇用に特別の配慮をした子会社   



別紙2  

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
山
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱
 
 
 

第
一
 
第
一
条
に
よ
る
改
正
関
係
 
 
 

一
 
地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
追
加
 
 

地
域
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
関
係
機
関
に
対
す
る
職
業
リ
ハ
ビ
リ
 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
（
第
二
十
二
条
関
係
）
 
 

二
 
関
係
子
会
社
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
 
 

事
業
主
及
び
す
べ
て
の
関
係
子
会
社
 
（
当
該
事
業
主
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
な
関
係
の
あ
る
株
式
会
社
を
い
 
 

う
。
以
下
同
じ
。
）
 
が
申
請
を
行
い
、
当
該
事
業
主
が
雇
用
す
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
及
び
当
 
 

該
関
係
子
会
社
に
雇
用
さ
れ
る
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
の
促
進
等
を
確
実
に
達
成
す
る
こ
 
 

と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
、
雇
用
 
 

義
務
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
関
係
子
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
事
業
主
の
み
が
雇
用
す
る
 
 

労
働
者
と
、
当
該
関
係
子
会
社
の
事
業
所
は
当
該
事
業
主
の
事
業
所
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
五
条
の
二
 
 

関
係
）
 
 
 



三
 
事
業
協
同
組
合
等
に
お
け
る
特
定
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
 
 

事
業
協
同
組
合
等
及
び
そ
の
組
合
員
た
る
事
業
主
 
（
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
 
 

以
上
で
あ
る
事
業
主
に
限
る
。
以
下
「
特
定
事
業
主
」
 
と
い
う
。
）
 
が
申
請
を
行
い
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
及
び
当
該
 
 

特
定
事
業
主
に
つ
い
て
、
実
施
計
画
に
従
っ
て
、
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
の
促
進
等
を
確
 
 

実
に
達
成
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
場
合
は
、
 
 

雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
 
 

み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
特
定
事
業
主
の
事
業
所
は
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
事
業
所
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
 
 

と
。
 
（
第
四
十
五
条
の
三
関
係
）
 
 

四
 
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
 
 

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
二
の
事
業
主
若
し
く
 
 

は
関
係
子
会
社
又
は
三
の
事
業
協
同
組
合
等
若
し
く
は
特
定
事
業
主
等
に
対
し
て
も
、
障
害
者
雇
用
調
整
金
を
支
給
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
十
条
関
係
）
 
 
 

第
二
 
第
二
条
に
よ
る
改
正
関
係
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短
時
間
労
働
者
等
の
雇
用
義
務
対
象
へ
の
追
加
 
 

雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
に
お
け
る
労
働
者
数
及
び
障
害
者
雇
用
率
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
短
時
間
労
働
者
は
、
 
 
 

そ
の
一
人
を
も
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
（
第
 
 
 

四
十
三
条
第
八
項
関
係
）
 
 

雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
に
お
け
る
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
数
及
び
障
害
者
雇
用
率
の
算
 
 
 

定
に
当
た
っ
て
は
、
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
っ
て
、
厚
生
労
働
省
 
 
 

令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
 
 
 

第
四
十
三
条
第
三
項
関
係
）
 
 

雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
に
お
け
る
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
重
 
 
 

度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
 
 
 

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
身
体
障
害
者
又
は
知
的
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
 
 
 

の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
三
条
第
五
項
関
係
）
 
 
 

許
及
び
地
方
公
共
団
体
の
雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
に
お
け
る
職
員
数
の
算
定
に
つ
い
て
も
、
↓
か
ら
ヨ
ま
で
と
 
 

．
1
 
 
 

（
 
 



第
二
 
第
三
条
に
よ
る
改
正
関
係
 
 
 

一
 
障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
 
 

障
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
す
る
こ
と
。
 
（
現
行
第
二
章
第
四
節
関
係
）
 
 

二
 
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
納
付
義
務
等
の
対
象
範
囲
の
拡
大
 
 
 

）
 
 
 

一
当
分
の
問
、
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
徴
収
、
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
等
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
 
 

（
 
 
 

同
様
と
す
る
こ
と
。
 
（
第
三
十
八
条
関
係
）
 
 
 

一
一
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
納
付
義
務
等
の
対
象
範
囲
の
拡
大
 
 
 

）
 
 

一
当
分
の
間
、
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
徴
収
、
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
等
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
 
 

（
、
 
 

す
る
暫
定
措
置
の
対
象
範
囲
は
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
二
百
人
以
下
で
あ
る
事
業
主
と
す
る
こ
と
。
（
 
 

附
則
第
四
条
第
一
項
関
係
）
 
 
 

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
二
百
一
人
以
上
三
百
人
以
下
で
あ
る
事
業
主
に
係
る
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
調
 
 
 

）
 
 

整
基
礎
額
及
び
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
単
位
調
整
額
は
、
一
の
施
行
日
か
ら
五
年
間
は
、
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
 
 

（
 
 
 

額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
関
係
）
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第
四
 
施
行
期
日
等
 
 

施
行
期
日
 
 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
目
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
二
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
 
 

一
J
年
七
月
一
目
、
第
三
の
一
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
目
、
及
び
第
三
の
二
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
七
年
四
月
 
 

一
目
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
（
附
則
第
一
条
関
係
）
 
 
 

一
検
討
 
 

政
府
は
、
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
っ
つ
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
 
 

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
（
附
則
第
五
条
関
係
）
 
 

す
る
暫
定
措
置
の
対
象
範
囲
は
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
百
人
以
下
で
あ
る
事
業
主
と
す
る
こ
と
。
（
旧
 
 
 

附
則
第
四
条
関
係
）
 
 

そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
百
一
人
以
上
二
百
人
以
下
で
あ
る
事
業
主
に
係
る
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
調
整
 
 
 

）
 
 

基
礎
額
及
び
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
単
位
調
整
額
は
、
一
の
施
行
日
か
ら
五
年
間
は
、
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
額
 
 

′
′
し
 
 
 

で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
三
条
関
係
）
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三
 
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
 
 

6
 
 
 


